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絵画を返却しています 今月のこども食堂

～ハイキングのまち宣言１０周年記念～
第26回花の里おごせ

健康づくりウオーキング大会
を開催します

緑の募金（家庭募金）の
ご協力のお礼について

　25 年の時を経て 21 世紀記念事業のタイムカ
プセルを掘り起こしました。現在、企画財政課
にて作品を返却しています。お心当たりのある
方はぜひお越しください。
対象者　平成 12 年度に越生小学校及び梅園小

学校に在籍していた 5 年生および 6 年
生

※昭和 63 年 4 月 2 日から平成 2 年 4 月 1 日ま
でに生まれた方

場　所　企画財政課窓口
期　間　3 月 31 日（火）まで（祝休日を除く）
時　間　午前 9 時～午後 5 時

あ企画財政課　企画担当　う内線 223

名　称　こども食堂　奏
日　時　３月 14 日（土）　午前 11 時 30 分～
　　　　　　　　　　　　 午後２時
場　所　梅凛カフェ
事前申込み・問合わせ　う 090‐7186‐9068（嶌田さん）

名　称　ＳＵＮかふぇ
日　時　３月 28 日（土）　午前 10 時 30 分～
　　　　　　　　　　　　 午後１時
場　所　梅園コミュニティ館
事前申込み・問合わせ　う 090‐9015‐7105（間下さん）

※食材等の寄付を随時受け付
けています。子育て支援課ま
たは各こども食堂へお問い合
わせください。

あ子育て支援課　こども担当

日　　程　４月 29 日（水・昭和の日）予定
参 加 費　無料
申込方法　当日申込制
なお詳細は４月広報に掲載させていただきます。
問い合わせ：産業観光課観光商工担当　内線 146

あ産業観光課　観光商工担当　う内線 146

　令和７年 10 月１日から 10 月 31 日まで緑の
募金（家庭募金）運動が実施されました。おか
げさまで 313,100 円もの募金が集まりました。
　みなさまの温かいご協力、誠にありがとうご
ざいました。
　この募金の一部は、梅園小学校が加入してい
る緑の少年団の活動に対する助成金に使われて
います。また公共施設の緑化事業など、森林や
自然を守る活動を通して越生町のかけがえのな
い緑を守り、次の世代に残していくための活動
に役立てられます。

あ産業観光課　農林担当　う内線 144

『6th	day	カーボンニュートラル～inおごせ～』
3月の目標は【お出かけもエコに】

～自然にやさしいエコなお出かけを楽しむことで、環境問題に貢献しましょう～

広報おごせでは毎月、『6th day カーボンニュートラル～ in おごせ～』
として、そのテーマをお知らせし、町民の皆さまが日々の暮らしの中
で実践できる環境行動を紹介しています。

あまちづくり整備課　新エネルギー対策担当　う 049-292-3121 （内線 157)

6th day
カーボンニュートラル

（越生町 HP)

カーボン（炭素）の原子番号
6 番にちなみ、「毎月6 日は環
境のことを考えて生活する日」
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チャイルドシート購入費を助成します出生祝金について
　乳幼児の健全育成支援の一環として、道路交
通法に規定する幼児用補助装置（チャイルドシ
ート、ジュニアシート）の購入費の一部を助成
しています。

申請条件   ・購入時点でこどもが６歳未満であ
ること。

　　　　　・購入日および申請日に越生町に住
んでいること。

　　　　　・保護者は町税を滞納していないこと。
申請期限　購入日から６か月以内（出生後から

受け付けます）。
助成金額　購入価格の２分の１（千円未満切捨）

で、１台１万円を限度とします。
持 ち 物　領収書 ( レシート )、購入したチャ

イルドシートの品質保証書、保護者
の運転免許証、自動車車検証、印鑑、
申請者名義の振込口座がわかるもの

（通帳等）
※こども１人２回まで申請できます。

あ子育て支援課　こども担当　う内線 162

　出生を祝福するとともに、その健やかな成長
を祈念し祝金を支給しています。

対 象 者　出産した子を監護している父または
母等で、子の出産日において１年以
上越生町の住民基本台帳に記載され
ている方（１年に満たない場合は、
1 年を経過後に申請できます。）

支 給 額　第１子  10,000円　第２子  30,000 円　
第３子以降 100,000円

申請期間　原則として子の出生日から１年以内
に申請してください。

必要書類等　印鑑・申請者名義の振込口座がわか
るもの（通帳等）

あ子育て支援課　こども担当　う内線 162

ベビーベッドを無料で貸し出します
　子育て世帯の経済的負担を軽減するため、ベビーベッドの無料貸し出し事業を実施しています。

対 象 者　町内に住所を有し、１歳未満の乳児を養育する保護者
利用期間　６か月間
　　　　　※出生予定日の２週間前から利用できます。
　　　　　※１歳の誕生日の前日まで延長することができます。
利用手続　１．貸出希望日の１か月前までに利用申請書を子育て支援課に提出してください。
　　　　　　　※必要なもの　母子健康手帳（出生前に貸し出しを受けるとき）
　　　　　２．町が、貸し出しすることを決定した場合は、申請者に通知するとともに、レンタル業

者に連絡します。
　　　　　３．ベビーベッドは、宅配業者から自宅に届けられます。組立説明書をもとに、利用者が

組み立てます（梱包ケースは大切に保管しておいてください）。
　　　　　４．利用期間の延長を希望する場合は、貸出期間終了日の２週間前までに、再度利用申請

書を提出してください。
　　　　　５．利用者は、ベビーベッドをていねいに使用してください。
　　　　　６．利用者は、利用期間満了前に宅配業者へ連絡し、梱包ケースに入れて返却します。

あ子育て支援課　こども担当　う内線 162
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